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鹿・熊・猪等による農作物への被害対策について 

 

鹿・熊・猪等による農作物への被害が年々増えており、

個人での対策も限界にきています。 

農地の被害が出ないように、かごの罠の設置など、現在

以上の対策をおこなうために補助金等の対策をお願いし

たいので、市ではどのような対応を考えているのかお聞き

したい。 

現在は軽微な被害で済んでいるが、今後は猪による大き

な被害も予想されるので、市としてどのような対策を検討

しているのかをお聞きしたい。 

鹿・熊・猪など捕獲した場合の肉処理施設の建設の構想

はないのかもお聞きしたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市では、盛岡猟友会員により構成される「盛岡市鳥獣被

害対策実施隊」を設置しており、野生鳥獣による農作物被

害の相談があった際は、職員と実施隊員が合同で現地確認

を行い、被害防止のための助言を行うほか、罠の設置が効

果的な場所については、罠による捕獲活動を実施しており

ます。また、農業者自身でハクビシン等の中型獣類を捕獲

する場合、捕獲用箱罠の貸出を行っているほか、ニホンジ

カやイノシシなどの大型獣類対策として電気柵を設置、修

繕、改良する場合の補助も実施しておりますので、農政課

または産業振興課に御相談ください。 

ジビエ処理加工施設につきましては、現在、原子力災害

対策特別措置法の規定に基づき、国からの野生鳥獣肉の出

荷制限指示が本県全域で継続中であることや、活用可能な

個体数を確保できないと採算がとれないという課題もあ

りますことから、建設は予定しておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

農林部 

農政課 

玉山総合事務所 

産業振興課 
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２ 

 

玉山薮川地区の「小中学校施設の閉校」により今後の学校

施設の維持管理予定と施設活用の在り方について 

 

玉山地区では令和８年３月で、小中学校などの閉校が予

定されています。玉山薮川地区地域内の学校施設教育施設

がすべて閉校になります。地域の施設として重要な施設で

あり、誠に残念であります。 

 

○廃校の有効活用について 

令和８年３月 31日、玉山小・中学校が閉校予定となって

おります。同小中学校閉校により玉山薮川地区から全ての

学校が閉校となります。これを機会に、改めて、閉校後の

学校施設活用方法を他の地域の成功事例を参考にしなが

ら懇談したいと思います。 

・市で進めたい成功事例を紹介してください。 

・閉校後の学校施設の維持管理予定と施設活用の在り方に

ついてどのような考えか伺います。 

 

 

○閉校に伴う人口減少への対策について 

当地域は山間地域のため、閉校により地域内の少子高齢

化もますます進むと思われますが、今後、地域の人口減少

と高齢化について、どのような対策を講じる考えかを伺い

 

 

 

 

 

 

 

 

○廃校の有効活用について 

閉校した学校施設につきましては、地域の町内会・自治

会行事の開催などに際し、体育館やグラウンドの活用を図

っていただいているほか、体操施設として川目小学校の体

育館を活用している事例や、日本語学校を運営する事業者

が繋小学校の校舎の施設管理を行っている事例などがあ

ります。 

 閉校後の学校施設の維持管理及び施設活用の在り方に

関しましては、地元の皆さまの御意見を伺いながら、協議

を進めてまいります。 

 

○閉校に伴う人口減少への対策について 

人口減少は、経済活動の縮小、地域コミュニティの担い

手不足など、社会全体に与える影響が懸念されるものと認

識しているところであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会 

総務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市長公室 

都市戦略室 
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ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市においては、若年層の県外への転出超過が続いてお

り、市全域において人口が減少している状況にあります。 

このような状況から、人口対策は、本市が取り組むべき喫

緊の重要課題と位置付け、令和７年度を始期とする「盛岡

市総合計画」において、人口対策に資する各施策を重点的

に推進し、人口減少の緩和・抑制を目指してまいります。 

  

玉山薮川地区の人口対策につきましては、地域コミュニ

ティの中心となる自治会の育成や活動支援に取り組んで

いるほか、オオヤマザクラまつりや岩洞湖まつりの開催に

より、地域の活性化やにぎわいの創出を図るなど、玉山地

域の人口減少の緩和・抑制に努めているところでありま

す。 

 また、令和３年度からは、友好都市の東京都文京区の複

数の大学と連携したアグリイノベーション事業に取り組

んでおり、令和６年度は延べ92人の学生が玉山地域に来盛

するなど、農業を通じた関係人口の増加につながっている

ものと考えております。 

 今後におきましても、これらの取組を継続するととも

に、令和７年度から新たに設置した「玉山地域まちづくり

会議」において、地域の課題や魅力づくりなどを検討し、

玉山地域の人口対策につながるよう努めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

玉山総合事務所 

総務課 

産業振興課 
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○避難所について 

学校施設は災害発生時の重要な指定避難場所に指定さ

れていますが、今後地域内の避難所の指定の考えを伺いま

す。 

 

 

 

高齢化に係る福祉の対策につきましては、高齢者が住み

慣れた地域で自分らしく暮らすことができる長寿社会の

実現を目指し、「地域包括ケアシステム」の深化・推進に

向けた取組を強化することとしており、高齢者の社会参加

の促進、介護予防や認知症対策などの充実に取り組んでま

いります。また、各地域包括支援センターに生活支援コー

ディネーターを配置し、高齢者の生活支援のための仕組み

づくりに取り組んでおり、今後においても、必要な支援を

行ってまいります。 

 

玉山薮川地区では、「いきいき高齢者通所支援事業」や

「元気はなまる教室」など介護予防事業に取り組んでまい

ります。また、心身の健康や個別の相談に対応する健康相

談や一人暮らし高齢者などの訪問指導を行うなど、関係機

関と連携し必要な支援を行ってまいります。 

 

○避難所について 

玉山薮川地区内の指定緊急避難場所は、現在、玉山小・

中学校のほか、旧城内小学校、玉山地区公民館、玉山健康

増進センター、地区コミュニティセンター（日戸、川又、

山谷川目、城内、白沢）、薮川中学校跡（屋外運動場）、薮

川小学校跡（屋外運動場）、町村活性化センター、岩洞活

性化センター、薮川地区公民館、日戸キャンプ場を指定し

保健福祉部 

長寿社会課 

 

 

 

 

 

 

 

 

玉山総合事務所 

住民福祉課 

 

 

 

 

 

総務部 

危機管理防災課 
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○旧城内小学校のトイレについて 

旧城内小学校は、おかげさまで、地域の方にコミュニケ

ーションの場として利用させていただいております。ま

た、盛岡市指定の避難場所となっており、大規模な火事の

際には避難場所に指定されており、管内３自治会（山谷川

目、城内、白沢）では、避難場所の指定は同施設のみとな

っております。 

現在、トイレが使用できない状態であり、隣の城内コミ

ております。 

 今後の地域内の指定緊急避難場所・指定避難所の指定の

方針としましては、活用可能な施設は指定を行い、可能な

限り避難先を確保したいと考えております。 

閉校となる玉山小・中学校についても、旧城内小学校と

同様に、閉校後も指定緊急避難場所として施設利用が可能

な場合は指定を継続したいと考えております。 

 また、他の施設につきましても、指定可能な施設の指定

を進めることとしており、本年６月30日には、外山自治会

の御協力をいただき、新たに「外山公民館（旧薮川地区公

民館）」を指定緊急避難場所・指定避難所に指定したとこ

ろです。 

 今後におきましても、避難場所の確保・拡充に努めてま

いりますので、地域の皆様の御協力をお願いします。 

 

○旧城内小学校のトイレについて 

旧城内小学校の体育館トイレにつきましては、高架水槽

の漏水による給水設備の故障及び、し尿浄化槽の撹拌機の

故障により、使用できない状況となっております。 

体育館は、地域のコミュニケーションの場や避難所とし

ての機能を持ち、地域の中でも重要な役割を果たしている

ものと認識しておりますことから、状況を確認しながら、

必要な修繕を検討してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会 

総務課 
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ュニティーセンターのトイレを利用しています。高齢者が

冬場など歩行の際、滑って横転し大けがになる可能性も高

いです。また、先般の大船渡山林火災のような大規模な山

林火災が発生すれば、避難者数も多くなり、トイレが使用

できないと避難所としての使用は難しいです。 

故障の理由はなにかを教えてください。 

また、旧城内小学校体育館のトイレ（下水処理）が使用

できるよう、学校施設の下水処理施設の修繕を検討頂けれ

ば幸いです。 

 

 


